
島根県水産振興審議会 次第 

（令和元年度第１回） 
 

日時：令和元年９月６日(金) １３：３０～ 

場所：島根県民会館 ３０３会議室 

 

１．開 会 

 

 

２．農林水産部長あいさつ 

 

 

３．議 事 

（１）会長選任について 

 

 

（２）新たな農林水産業・農山漁村活性化計画の実施状況と今後の方針について 

 

 

（３）島根創生計画（素案）について 

 

 

（４）浜田漁港 水産流通基盤整備事業について（報告） 

 

 

（５）その他 

 

 

 

４．閉会 

 



　◇　水産振興審議会委員

分野 役　　　職　　　等 氏　　　名 備考

市町村の長 海士町長 大江
おおえ

　　和彦
かずひこ

新

漁業協同組合JFしまね専務理事 中尾
なかお

　由岐夫
ゆきお

再 欠席

宍道湖漁業協同組合代表理事組合長 門脇
かどわき

　幹男
みきお

再

青年女性組織代表 島根県漁協女性部連合会副会長 林
はやし

　千枝子
ちえこ

再

有限会社事代丸代表取締役 牧野
まきの

　一
はじめ

新

（有）小川漁業代表取締役 小川
おがわ

　　渉
わたる

再

河野乾魚店経営者 河野
こうの

　睦子
むつこ

新

島根大学生物資源科学部講師 保永
やすなが

　展利
のぶよし

再

山陰中央新報社経営企画局秘書室長 岡田
おかだ

　素衣
もとえ

新

生活協同組合しまね組合員理事 園山
そのやま

　富美
ふみ

再

雪舟保育所栄養士 波田地
はだち

　直美
なおみ

再

浜田市立三隅小学校栄養教諭 加藤
かとう

　陽子
ようこ

再

公募 主婦 佐々木
ささき

　富士子
ふじこ

新

12名

　◇　島根県

所属 所　属　及び　職　名 氏　　　名

部長 鈴木　大造

次長（水産） 三浦　　順

課長 太田　耕平

水産しまね振興室　室長 横田　幸男

水産しまね振興室　調整監 爲石　起司

水産しまね振興室　水産業普及専門幹 堀　玲子

漁場環境・内水面ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｸﾞﾙｰﾌﾟリーダー 曽田　一志

課長 安木　茂

計画グループ　グループリーダー 安田　淳

しまねブランド推進課 農林水産品グループ　グループリーダー 佐藤　摂子

政策推進スタッフ　管理監 中尾　幸義

政策推進スタッフ　企画幹 仲村　克広

12名

合計 24名

学識経験者

農林水産総務課

水産課

その他知事が適当と
認める者

島根県水産振興審議会出席者名簿

生産者代表

漁業団体役職員

漁港漁場整備課

農林水産部

備考

事務局



○島根県水産振興審議会規則 

平成14年3月26日 

島根県規則第11号 

島根県水産振興審議会規則をここに公布する。 

島根県水産振興審議会規則 

 

(趣旨) 

第1条 島根県水産振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関しては、島根

県附属機関設置条例(昭和43年島根県条例第15号)に定めるもののほか、この規則に定め

るところによる。 

 

(組織) 

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、市町村の長又はその職員、漁

業協同組合、漁業協同組合連合会その他漁業団体の役職員、漁村の青年女性組織の代表

者、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。 

 

(委員の任期) 

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 

(会長) 

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 

 

(会議) 

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 

(専門委員) 

第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くこと

ができる。 

2 専門委員は、審議会が推薦した者について、知事が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 
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(幹事) 

第7条 審議会に幹事若干名を置き、県職員のうちから知事が命じる。 

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。 

 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、農林水産部において処理する。 

 

(雑則) 

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定

める。 
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浜田漁港 水産流通基盤整備事業について 

農林水産部 漁港漁場整備課 

１．概要 

 浜田漁港は、島根県西部に位置する特定第３種漁港であり、西日本有数の漁業基地である。ま

き網漁業や沖合底曳網漁業を主とし、当該漁港で水揚げされたアジなどのブランド化（「どんち

っち」）など、地域の基幹産業である水産業の活性化に向けた取り組みを実施している。                              

 本事業は地域ブランドの更なる強化や、輸出を含めた販路拡大を図るため、高度衛生管理型の

荷さばき所等の整備を行う。また、拠点漁港として、大規模地震・津波発生時にも被害を最小限

に抑え、漁業活動の早期再開が可能となるよう岸壁の耐震化も実施する。 

 

２．事業内容 

（１）岸壁の改良、耐震化（事業主体；島根県） 

○新設する荷さばき所前面の７号岸壁、及び４号岸壁の耐震化 

○漁船の大型化に対応するため、岸壁水深を 0.5ｍ深く改良 

（７号岸壁の水深 -6.0ｍ ⇒ -6.5ｍ、４号岸壁の水深 -5.0ｍ ⇒ -5.5ｍ） 

 

（２）高度衛生管理型荷さばき所の整備（事業主体：浜田市） 

○７号荷さばき所（まき網用）を新設した後､既設の４号上屋を取り壊し、新たな荷さばき所（沖 

底用）を整備 

○閉鎖型荷さばき所とし鳥獣等の侵入、糞尿や塵埃など異物混入の防止 

○岸壁エプロン上の屋根かけによる魚体への日光の直射防止 

○人、車両の入場制限を行い、作業動線と作業スペースを確保 

 

３．整備スケジュール 

 

令和元年９月６日 

島根県水産振興審議会 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３ R４

①
７号岸壁
（-6.0m）

改良（増深化）
耐震化

県 ３００ｍ

②
４号岸壁
（-5.0m）

改良（増深化）
耐震化

県 ２３０ｍ

③
７号荷さばき所
（まき網用）

新設（高度衛生
管理型）

浜田市 一式

④
４号荷さばき所
（沖合底曳用）

新設（高度衛生
管理型）

浜田市 一式

事業
主体

整備内容施　　設　　名
計画
数量

備　考

◎R2年度初旬供
用予定

◎R4年度中旬供
用予定

整備スケジュール

（既設取壊）

調査、設計 工事

◎

◎
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